
規

則 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
（
令
和
三
年
埼
玉
県
規
則

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
磁
気
テ
ー
プ
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確

実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
三
条
に
お
い
て
「
磁
気
テ
ー

プ
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
」
を

「
当
該
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
の
二
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
の
十
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
一

第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
二
条
中
「
案
内
書
」
の
下
に
「
（
当
該
案
内
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
三
条
中
「
（
磁
気
テ
ー
プ
等
に
よ
り
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
払
の
通
知
を
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
令
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
法
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
五
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
九
十
四
条
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
削
る
。 

 

第
九
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

固
定
資
産
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
特

に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
に
定
め
る
期
間
を
超
え
て
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の



貸
付
け 

五
十
年
以
上 

 
二 

借
地
借
家
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
貸
付
け 

三
十
年
以
上
五
十
年

未
満 

 

三 
借
地
借
家
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
貸
付
け 

十
年
以
上
三
十
年
未

満 

 

四 

前
三
号
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
土
地
及
び
そ
の
定
着
物
（
建
物
を
除
く
。
）
の
貸
付
け 

十
年
以
内 

 

五 

建
物
そ
の
他
の
物
件
の
貸
付
け 

五
年
以
内 

 

別
記
様
式
第
二
十
六
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
公

金
の
収
納
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
て
い
る
者
に
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
当
該
従
前
の
公
金
事

務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
第
二
十
四
条
及
び
別
記
様
式
第
二
十
六
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２
４

３
条

の
２

第
１

項
 

第
３

３
条

の
２

 
に

お
い

て
準

用
す

る
地

方
自

治
法

第
 


